
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
啓発リーフレット（令和３年９月版） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

京都市
き ょ う と し

市民
し み ん

憲 章
けんしょう

 ５つの実践
じっせん

目 標
もくひょう

 

 

  
１ 自然

し ぜ ん

やまちの美観
び か ん

を守り， 緑
みどり

豊
ゆた

かな 美
うつく

しいまちにしましょう。 

 

２ 地球
ちきゅう

の未来
み ら い

を守るため，身近
み ぢ か

にできる環 境
かんきょう

にやさしい取組
とりくみ

から実践
じっせん

しましょう。 
 

３ 地域
ち い き

のつながりを大切
たいせつ

にし，誰
だれ

もがいきいきと安心
あんしん

安全
あんぜん

に暮
く

らせるま

ちをきずきましょう。 

 

４ 世界
せ か い

に誇
ほこ

る京都
きょうと

の文化
ぶ ん か

や伝統
でんとう

を大切
たいせつ

に守
まも

り伝
つた

えましょう。 

 

５ 旅
りょ

行者
こうしゃ

との 心
こころ

の触
ふ

れあいを大切
たいせつ

にし，京都
きょうと

ならではの「おもてなし」

を実践
じっせん

しましょう。（※） 
※京都へ安心してお越しいただける状況になった際に，観光客の方をお迎えする場合の目標です。 

 

今日
き ょ う

から始める
は じ め る

行動例
こうどうれい

（できることをチェックしてみよう） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 できることからはじめよう！ 

  □ 自転車の放置やごみの不法投棄をしない・させない 

□ 路上喫煙や吸殻等のポイ捨てをしない・させない 
 

□ ごみ収集場所にネットを設置するなどして，ごみの散

乱防止に努める 
 

□ 分別の徹底など，ごみ出しのルールを守る 

□ 手付かず食品や食べ残しの「食品ロス」をなくす 

□ マイバッグ，マイボトルを利用する。 

□ 冷暖房を適切な温度に設定するなど節電を心掛ける 
 

□ 笑顔であいさつをする，町内会に参加するなど地域と

のつながりを日頃から大切にする 
 

□ 災害が起こった時のことを想定し，備えを徹底する  

□ 災害時には，互いに協力し合い，声を掛け合う 
 

□ 交通ルールの啓発活動，登下校時の児童への声掛けな

ど子どもを見守る 

□ 自転車は交通ルールやマナーを守って運転する 

□ 歩きながら携帯電話・スマートフォンを使用しない 

□ 多様な文化を受け入れ，お互いの理解・尊重に努める 

□ 和装や食をはじめ，様々な京都の文化に親しむ 
 

□ 花を活ける，お茶を点てる，伝統文化・伝統芸能等を鑑

賞するなど文化に触れる 
  

□ 異文化に触れ，様々な国の文化への理解を深める 
 

□ 京都の文化・習慣を国内外から訪れる人に伝え，市民

生活と調和した行動(※)を促す 
 

(※) 観光客の方に促す行動の例 

・ 人が多い日中ではなく，人が少ない早朝に社寺拝観を

行う等，混雑を避けることで，静寂の中，じっくりと京都

の魅力に触れてもらう 
 
・ 大きな荷物は，宿泊施設まで荷物を運ぶサービスを利

用し，周りに迷惑をかけず，スマートに散策してもらう 
 
・ マイボトルを持参することで，環境に配慮した観光を

行ってもらう 

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

推進
すいしん

テーマ 

「共
とも

に学
まな

び乗
の

り越
こ

える 市民
し み ん

の力，地域
ち い き

の力，文化
ぶ ん か

の力で新た
あ ら た

な未来
み ら い

へ」 

 



 

 

大好きな京都を未来に引き継ぐために，私たちが 60 年 

以上に亘って取り組んできた「市民憲章」。そして， 

「誰ひとり取り残さない」の理念の下，貧困や不平等・ 

格差，気候変動などの課題を解決し，持続可能な社会の 

実現を目指す「SDGs」。実は，「美しいまちをきづく」 

「清潔な環境をつくる」等，私たちが常日頃から「市民 

憲章」を意識し，取り組んできた活動は，「SDGs」と重な 

ります。市民ぐるみで取り組んできた結果，大手新聞社が，ごみの減量など 74 もの項目を調べた 

「全国市区・サステナブル度・SDGs 先進度調査では」，京都市が上位に選ばれています。 

（令和元年度１位，令和２年度２位） 

 
市民憲章をはじめ，推進テーマや実践目標，行動例は，京都市ホームページにも掲載しています。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000179077.html 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 

 

 

 

京都市市民憲章推進協議会 

＜事務局＞京都市総合企画局市長公室（広報担当） 

     〒604-8571 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 

     電話:075-222-3094 FAX:075-213-0286 

 

市民憲章を実践している方の声 

【 推進者を表彰しています！ 】 
地域の美化活動や福祉ボランティア，青少年の健全育成など，市民憲章を率先して実行されている方々に対

して，毎年京都市長から表彰が行われています。 

        市  民   憲   章  と  S   D  G   ｓ 

発行／令和３年９月 京都市総合企画局市長公室広報担当 

           京都市印刷物 第０３４４１１号 

地域の学区内で「見守り隊」の一人として活動しています。週２回，朝

8 時頃，子どもたちや通勤する方たちに「いってらっしゃい」と声をかけ

ています。始めてから 4 年がたち，「見守り隊」は私のライフワークの一

つになりました。 

この場所は，私自身が育ったところで，自分の子どもたちや孫も通学し

ていた地域で愛着があります。そして，何より毎日顔を合わせる子どもた

ちがかわいくて。右も左も分からなかった小学１年生が，低学年の手を引 

く頼もしい６年生になっていく成長や，最初は恥ずかしくて会釈しかできなかった子が「行ってきま

す！」と元気よく挨拶できるようになってゆく変化。子どもたちと顔を合わせるのは，ほんのわずか

な時間ですが，そこにはかけがえのない充実感があります。 

また，見守り活動を行っていないときでも，「どこかで見覚えが」と，子どもたちや親御さんから

声をかけていただくこともしばしば。これも「見守り隊」がくれた大切なご縁です。これからも地域

の皆さんと協力しながら地道に活動を続け，知人や友人，そのご家族が多く暮らすこの地域の安全を

見守っていきたいと願っています。 

 


